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令和６年分所得税について、定額による所得税の特別控除（以下【定額減税】といいます。）が実施されます。 

年末調整の際には、年末調整時点の定額減税額（以下【年調減税額】といいます。）を算出し、年間の所得税額の計算を行います。

年調減税額は【本人 30,000 円】と【同一生計配偶者と扶養親族１人につき 30,000 円】（図１）との合計額となります。

                

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年分 定額減税による記入内容の変更点 

 

令和７年分 源泉徴収簿の裏面に計算表があ
ります。 
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記載例①：専従者 月８万円、年間９６万円 扶養なし 

定額減税額は１人（本人）×30,000 円＝30,000 円 

 

普通徴収（普 F）  源泉徴収時所得税減税控除済額 ０円   控除外額 30,000 円 控除しきれなかった金額を記入します。 

６月から定額減税により控除した金額と 

年末調整で行った控除額を記入します。 

納税額がない場合は 0 円となります。 
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図１ 


